
福岡県地域公共交通事業継続補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条  福岡県地域公共交通事業継続補助金（以下「補助金」という。）の交付については、福岡県補助

金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、原油価格高騰の打撃を受け、経営が厳しいタクシー事業者に対し、予算の範囲

内において、交付対象事業者を通じ、支援金を交付することにより、県民の通勤、通学、買い物、通

院など、日常生活の移動手段として必要不可欠な地域公共交通の維持・確保を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において用いる「タクシー事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 この補助金の交付対象事業者は、次に掲げる者とする。 

(1) 一般社団法人福岡県タクシー協会（以下「福岡県タクシー協会」という。） 

(2) 福岡県個人タクシー協会 

 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助対象事業、補助対象経費及び補助額は別表１のとおりとする。 

 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第１号による申請書に必要書類を添えて、知事の定

める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定通知） 

第７条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金

の交付の決定を行い、様式第２号による交付決定を補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の変更） 

第８条 前条の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容、経費の配

分又は執行計画を変更（ただし、軽微な変更を除く）、又は中止しようとするときは、あらかじめ様

式第３号による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ知

事が別に認める場合はこの限りでない。 

２ 前項の軽微な変更とは、事業内容の変更において、補助金額の２割未満の減額及び経費配分の２

割未満の変更を伴うものをいう。 

３ 知事は、第１項の承認をする場合は、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付するこ

とができる。 

 

（事業遅滞の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補

助事業の遂行が困難となったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について知事の要求があったときは、速やか

に知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、支援金の交付を受けた事業者（以下「支援事業者」という。）に対して、補助対象



事業の実施状況について、必要に応じて報告を求めることとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了した日から６０日を経過した日又は令和７年１２月１０日

のいずれか早い日までに、様式第４号による実績報告書に必要な書類を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の実施結果

が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額の確定を行

い、様式第５号による額の確定通知書を補助事業者に通知するものとする。 

 

（概算払） 

第１３条 知事は、補助事業の執行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払す

ることができる。 

２ 前項により補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第６号による概算払請求書を知事に

提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１４条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定

を取消又は変更することができる。この場合、既に交付した補助金がある場合はその全部又は一部

を返還させることができる。 

(1) 提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき 

(2) 知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないとき 

(3) 補助事業の実施について虚偽その他不正の行為があったとき 

(4) 補助事業を中止したとき（ただし、第８条の規定により承認を受けたものを除く） 

２ 前項の規定は、第５条別表により、福岡県タクシー協会又は福岡県個人タクシー協会が各タクシ

ー事業者に対し交付した支援金についても準用する。 

 

（補助金の経理） 

第１５条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の収支簿と

ともに、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

３ 補助事業者は、支援事業者に対して、交付した支援金について、その収入を証する書類を整備し

て、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存するよう命じなければならない。 

 

（証拠書類の検査等） 

第１６条 知事は、補助事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求

め、補助事業に係る証拠書類その他必要な物件を検査し、又は必要な指示ができるものとする。 

２ 補助事業者は、必要に応じて支援事業者に報告を求め、交付した支援金に係る証拠書類その他必要

な物件を検査し、又は必要な指示を行うこととする。 

 

（暴力団排除） 

第１７条 知事は、福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）第６条に基づき、本条

に規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 知事は、第４条に定める補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に定

める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という） 



(2) 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という） 

(3) 暴力団員が役員となっている事業者 

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者 

３ 知事は、補助対象事業者が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

４ 知事は、暴力団の排除に関して、警察への照会を行うため、補助対象事業者の氏名（法人の場合は

役員）、生年月日、性別の提出を求めることができる。 

 

（その他）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月２１日から施行する。 



別表１（第５条関係）補助対象事業者及び補助金額の計算方法 

 

補助対象事業 

原油価格高騰の打撃を受け、経営が厳しいタクシー事業者に対し、事業継続の

ため、会員事業者からの申請に応じて支援金を交付する事業 

補助対象経費 

【支援金として交付する経費】 

・各会員事業者からの申請に応じ、交付する支援金※１ 

【支援金交付事務に要する経費】 

・事務処理に係る人件費 

・各会員事業者への補助金振込手数料 

・通信運搬費（郵送料） 

・資料作成費（コピー代、用紙代） 

 

※１：支援金額の計算方法は、以下のとおりとする。 

支援対象事業者がその事業の用に供する車両数※２に１１千円を乗じた金

額 

※２：令和７年３月３１日時点の一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車数 

補助額 事業に必要な額 

補助上限額及び

算定期間 

補助上限額は、１事業者当たり令和６年４月から令和７年３月分において 

１００，０００千円とする。 

（令和６年度福岡県地域公共交通事業継続支援金・補助金の交付済額を補助上限

額の算定に含める。） 

 


